
道路運送法施行規則改正について（アルコール検知器関係） 

 

１ 改正の内容 

自家用有償旅客運送の特定事務所（車両５両以上保有する事務所）におけるアルコール

検知器の使用の義務化 

 

２ 施行期日 

令和５年 12月１日 

 

３ 新旧対照表 

改正前 改正後 

附則 

（経過措置） 

第二条 

この省令による改正後の道路運送法施行規

則（以下「新規則」という。）第五十一条の

十七第三項第七号の規定の適用については、

当分の間、同号中「から第三項まで」とある

のは「及び第二項」と、「保存し、並びにア

ルコール検知器（呼気に含まれるアルコール

を検知する機器であつて、国土交通大臣が告

示で定めるものをいう。同項において同じ。）

を常時有効に保持する」とあるのは「保存す

る」とする。 

２ 新規則第五十一条の二十二第三項の規定 

は、当分の間、適用しない。 

附則 

 

（削る） 

 

参考 

第五十一条の十七第三項七号 

自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、第五十一条の二十二第一項から第三項まで

の規定により確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコ

ール検知器（呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示

で定めるものをいう。同項において同じ。）を常時有効に保持すること。 

 

第五十一条の二十二第一項 

自家用有償旅客運送者は、乗務しようとする運転者に対して、酒気帯びの有無及び疾病、
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疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認し、自家

用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者ごとに

確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければなら

ない。 

 

第二項 

自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、乗務を終了した運転者に対して、酒

気帯びの有無について確認し、運転者ごとに確認を行つた旨を記録し、かつ、その記録

を一年間保存しなければならない。 

 

第三項 

自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、アルコール検知器を常時有効に保持

するとともに、前二項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転

者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行わなければならない。 


